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食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

肥
料
取
締
法
の
一
部
改
正

一

目
的
の
改
正

こ
の
法
律
は
、
肥
料
の
品
質
等
を
保
全
し
、
そ
の
公
正
な
取
引
と
安
全
な
施
用
を
確
保
す
る
た
め
、
肥
料
の
規
格
及
び

施
用
基
準
の
公
定
、
登
録
、
検
査
等
を
行
い
、
も
っ
て
農
業
生
産
力
の
維
持
増
進
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
健
康

の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

特
定
普
通
肥
料
制
度
の
創
設

施
用
方
法
に
よ
っ
て
は
、
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
農
産
物
が
生
産
さ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

(一)
る
普
通
肥
料
（
以
下
「
特
定
普
通
肥
料
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
農
作
物
が
適
用
植
物
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
、
登
録
等
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
適
用
植
物
の
範
囲
及
び
施
用
方
法

に
従
い
当
該
特
定
普
通
肥
料
を
施
用
す
る
場
合
に
、
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
農
産
物
が
生
産
さ
れ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
登
録
等
を
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
及
び
第
八
条
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
現
に
登
録
等
を
受
け
て
い
る
特
定
普
通
肥
料
が
、
そ
の
登
録
等
に
係
る
適
用
植
物
の
範
囲
及
び

(二)
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施
用
方
法
に
従
い
施
用
さ
れ
る
場
合
に
、
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
農
産
物
が
生
産
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ

る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
態
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
特
定
普
通
肥
料
に
つ
き
、
そ
の
登
録
等
に

係
る
施
用
方
法
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
登
録
等
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
譲
渡
又
は
引
渡
し
を
制

限
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
九
条
第
三
項
関
係
）

保
証
票
が
付
さ
れ
て
い
な
い
特
定
普
通
肥
料
は
、
原
則
と
し
て
、
施
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

(三)

（
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
普
通
肥
料
の
施
用
時
期
及
び
施
用
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
当
該
特
定
普
通
肥
料
を

(四)
施
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
特
定
普
通
肥
料
は
、
当
該
基
準
に
違
反
し

て
、
施
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
三
関
係
）

三

事
故
発
生
時
に
お
け
る
対
応

農
林
水
産
大
臣
は
、
検
査
の
結
果
、
肥
料
の
品
質
が
不
良
と
な
っ
た
た
め
、
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
農

産
物
が
生
産
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
態
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
肥
料
の
譲
渡
若
し
く
は
引

渡
し
又
は
施
用
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
四
項
関
係
）
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四

回
収
命
令
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
又
は
引
渡
し
が
制
限
さ
れ
、
又
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
肥
料
に
つ
い

て
、
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
が
当
該
規
定
に
違
反
し
て
こ
れ
を
譲
渡
し
、
又
は
引
き
渡
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
肥
料
の
施
用
に
よ
り
人
畜
に
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
農
産
物
が
生
産
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
事
態
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
当
該
肥
料
の
回
収
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
の
二
関
係
）

五

厚
生
労
働
大
臣
及
び
環
境
大
臣
と
の
連
携
の
強
化

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
普
通
肥
料
の
登
録
等
、
登
録
等
の
変
更
又
は
職
権
に
よ
る
登
録
等
の
変
更
若
し
く
は
取
消

(一)
し
に
際
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
三
項
、
第
八
条
第
四
項
、
第
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
三
条
の
三
第
二
項
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
二
の

の
基
準
の
設
定
又
は
改
廃
に
際
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
意
見
を
聴

(二)

(四)

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
関
係
）

六

罰
則
の
強
化
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罰
金
額
の
引
上
げ
そ
の
他
の
罰
則
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
及
び
第
四
十
二
条
関
係
）

第
二

薬
事
法
の
一
部
改
正

一

動
物
用
医
薬
品
の
製
造
及
び
輸
入
の
禁
止

医
薬
品
の
製
造
業
又
は
輸
入
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
動
物
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
又
は
輸
入
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
八
十
三
条
の
二
関
係
）

二

医
薬
品
の
使
用
の
禁
止

何
人
も
、
原
則
と
し
て
、
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
製
造
業
者
の
名
称
そ
の
他
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

医
薬
品
を
対
象
動
物
（
牛
、
豚
そ
の
他
の
食
用
に
供
さ
れ
る
動
物
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
三
条
の
三
関
係
）

三

医
薬
品
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
の
設
定

農
林
水
産
大
臣
は
、
対
象
動
物
に
使
用
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
医
薬
品
（
動
物
用
医
薬
品
を
除
く
。
）

が
い
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で
あ
っ
て
、
適
正
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
人
の
健
康
を
損
な
う
畜
産
物
等
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て

、
そ
の
医
薬
品
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
三
条
の
五
第
一
項
関
係
）

四

厚
生
労
働
大
臣
と
の
連
携
の
強
化

農
林
水
産
大
臣
は
、
動
物
用
医
薬
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
承
認
に
際
し
て
は
、
そ
の
使
用
に
よ
り
人
の
健
康
を
損
な

(一)
う
畜
産
物
等
が
生
産
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
医
薬
品
と
し
て
使
用
価
値
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
三
条
第
二
項
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、
動
物
用
医
薬
品
又
は
三
の
医
薬
品
の
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
の
設
定
又
は
改
廃
に
際
し
て

(二)
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
三
条
の
四
第
三
項
及
び
第
八
十
三
条
の
五
第
二
項
関
係
）

五

罰
則
の
強
化

動
物
用
医
薬
品
の
製
造
及
び
輸
入
の
禁
止
並
び
に
医
薬
品
の
使
用
の
禁
止
等
に
つ
い
て
、
罰
則
を
設
け
る
と
と
も
に
、

そ
の
他
の
罰
則
規
定
に
つ
い
て
、
併
せ
て
見
直
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
六
条
関
係
）
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第
三

農
薬
取
締
法
の
一
部
改
正

一

回
収
命
令
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
販
売
が
制
限
さ
れ
、
又
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
農
薬
に
つ
い
て
、
当
該
規

定
に
違
反
し
て
こ
れ
が
販
売
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
人
畜
に
対
す
る
被
害
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
農
薬
の

販
売
者
に
対
し
、
当
該
農
薬
の
回
収
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
二
関
係
）

二

厚
生
労
働
大
臣
と
の
連
携
の
強
化

環
境
大
臣
は
、
農
薬
の
登
録
保
留
基
準
の
設
定
又
は
改
廃
に
際
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら

(一)
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
二
第
二
項
関
係
）

環
境
大
臣
は
、
農
薬
の
登
録
保
留
基
準
の
設
定
又
は
改
廃
に
際
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ

(二)
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
二
第
三
項
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
の
設
定
又
は
改
廃
に
際
し
て
は
、
厚

(三)
生
労
働
大
臣
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
第
十
六
条
の
二
第
四
項
関
係
）

第
四

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
改
正

一

特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
の
作
成
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
に
総
合
的
に
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
家
畜
伝

染
病
に
つ
い
て
、
検
査
、
消
毒
等
当
該
家
畜
伝
染
病
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
措
置
を
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
の
指
針
を

作
成
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
の
二
関
係
）

二

飼
養
衛
生
管
理
基
準
の
設
定
等

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
の
家
畜
に
つ
い
て
、
そ
の
飼
養
に
係
る
衛
生
管
理
の
方
法
に
関
し
家
畜
の
所
有
者
が
遵
守

(一)
す
べ
き
基
準
（
以
下
「
飼
養
衛
生
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
家
畜
の
所
有
者
に
飼
養
衛
生

管
理
基
準
の
遵
守
を
義
務
付
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
三
関
係
）

都
道
府
県
知
事
は
、
家
畜
の
所
有
者
が
飼
養
衛
生
管
理
基
準
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

(二)
し
、
衛
生
管
理
の
方
法
を
改
善
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ

に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
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す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
四
関
係
）

三

厚
生
労
働
大
臣
と
の
連
携
の
強
化

農
林
水
産
大
臣
は
、
届
出
伝
染
病
の
指
定
等
に
際
し
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
薬
事
法
の
一
部
改
正
等
の
規
定
は
、
薬
事
法
及
び
採
血
及
び
供
血
あ
つ
せ
ん
業
取
締
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
定
め
る
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
関
係
）
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食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の
整備に関する法律について

食　　　品

食
　
　
　
品
　
　
　
安
　
　
　
全
　
　
　
委
　
　
　
員
　
　
　
会

科
学
的
評
価

生産資材製造・輸入・販売業者

安
全
の
確
認
さ
れ
た

資
材
の
み
が
流
通
す
る

仕
組
み
の
確
立

安
全
の
確
認
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
使
用
の
禁
止
・
使
用

方
法
の
義
務
づ
け

農　家

農　薬

肥　料

動物用
医薬品

家
畜
の
所
有
者
に
よ
る

伝
染
病
予
防
の
徹
底

食品流通業者・加工業者

〔食品としての規制〕

（使　用）

農作物

（販　売）

畜産物等

家畜等

　
　

（
生
産
資
材
関
係
法
等

）

農
林
水
産
省
の
規
制

（
食
品
衛
生
法
等

）

厚
生
労
働
省
の
規
制

連
携
・
整
合
性

（販　売）

消　費　者

緊
急
時
の
対
応
措
置
の
強
化

（
回
収
等

）

農　漁　家


